
号

外

一�
平

成
二
十
四
年

十

月
十
六
日

目

次

公

示

○
恵
那
都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

(

都
市
政
策
課)

一
ペ
ー
ジ

○
瑞
浪
都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

(

同

)

二

○
環
境
影
響
評
価
準
備
書
の
縦
覧

(

同

)

二

○
環
境
影
響
評
価
準
備
書
の
説
明
会
の
開
催

(

同

)

三

公

示

○
恵
那
都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
当
該
都
市
計
画
の
案
を
公

衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
岐
阜
県
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

恵
那
都
市
計
画
道
路

三
・
三
・
一
号

一
般
国
道
十
九
号
線

二

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

都
市
計
画
図
書
に
お
い
て
表
示
す
る
区
域

三

都
市
計
画
案
の
縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
恵
那
市
建
設
部
都
市
整
備
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
四
年
十
月
十
六
日
か
ら

同

年
十
一
月
十
六
日
ま
で

五

意
見
書
の
提
出
期
間

平
成
二
十
四
年
十
月
十
六
日
か
ら

同

年
十
一
月
三
十
日
ま
で

( ) 平成24年10月16日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
四
年
十
月
十
六
日



六

注
意
事
項

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地)

を

記
載
す
る
こ
と
。

ま
た
、
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
市
町
村
が
、
都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域
が

存
す
る
市
町
村
と
異
な
る
場
合
は
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
対
し
て
有
す
る
利
害
関
係
の
内
容
に
つ

い
て
も
記
載
す
る
こ
と
。

○
瑞
浪
都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
当
該
都
市
計
画
の
案
を
公

衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
岐
阜
県
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

瑞
浪
都
市
計
画
道
路

三
・
四
・
一
号

国
道
十
九
号
線

二

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

都
市
計
画
図
書
に
お
い
て
表
示
す
る
区
域

三

都
市
計
画
案
の
縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
瑞
浪
市
建
設
水
道
部
都
市
計
画
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
四
年
十
月
十
六
日
か
ら

同

年
十
一
月
十
六
日
ま
で

五

意
見
書
の
提
出
期
間

平
成
二
十
四
年
十
月
十
六
日
か
ら

同

年
十
一
月
三
十
日
ま
で

六

注
意
事
項

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地)

を

記
載
す
る
こ
と
。

ま
た
、
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
市
町
村
が
、
都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域
が

存
す
る
市
町
村
と
異
な
る
場
合
は
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
対
し
て
有
す
る
利
害
関
係
の
内
容
に
つ

い
て
も
記
載
す
る
こ
と
。

○
環
境
影
響
評
価
準
備
書
の
縦
覧

環
境
影
響
評
価
法(

平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号)

第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
環
境
影
響
評
価
準
備
書
及
び
要
約
書(

以
下｢

準

備
書
等｣

と
い
う
。)

を
作
成
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
同
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
準
備
書
等
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
準
備
書
に
つ
い
て
、
環
境
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
書
面
に
よ
り
岐
阜
県
に
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
決
定
権
者
の
名
称

岐
阜
県

二

都
市
計
画
対
象
事
業
の
名
称
、
種
類
及
び
規
模

１

名
称

一
般
国
道
十
九
号
瑞
浪
恵
那
道
路

２

種
類

一
般
国
道
の
改
築

３

規
模

延
長
約
十
二
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

三

都
市
計
画
対
象
事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域

準
備
書
に
お
い
て
表
示
す
る
区
域

四

関
係
地
域
の
範
囲

瑞
浪
市
及
び
恵
那
市

五

準
備
書
等
の
縦
覧
場
所
、
期
間
及
び
時
間
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恵

那

瑞

浪

都
市
計
画

区

域

平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日

(

木)

午
後
七
時
か
ら

平
成
二
十
四
年
十
月
三
十
一

日(

水)

午
後
七
時
か
ら

日

時

恵
那
市
武
並
町
竹
折
一
〇

五
九
番
地
三
六

恵
那
市
武
並
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
集
会
室

瑞
浪
市
土
岐
町
七
二
六
七

番
地
の
四

瑞
浪
市
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

講
堂

場

所

恵

那

市

瑞

浪

市

関

係

市

１

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
、
瑞
浪
市
建
設
水
道
部
都
市
計
画
課
及
び
恵
那
市
建
設
部
都

市
整
備
課

２

期
間

平
成
二
十
四
年
十
月
十
六
日(

火)

か
ら
同
年
十
一
月
十
六
日(

金)

ま
で(

土
曜
日
、
日
曜

日
及
び
祝
日
を
除
く
。)

３

時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

４

そ
の
他

準
備
書
等
は
、
前
記
１
の
縦
覧
場
所
の
ほ
か
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
電
子
縦
覧
を
行
う
。

六

意
見
書
の
提
出
方
法

１

準
備
書
に
つ
い
て
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
意
見
を
有
す
る
者
は
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
三

十
日(

金)

ま
で
に
〒
五
○
○
―
八
五
七
○

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
都
市

建
築
部
都
市
政
策
課
へ
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
。
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
は
、
期

限
ま
で
に
必
着
の
こ
と
。

２

意
見
書
の
提
出
は
、
郵
送
又
は
持
参
に
よ
る
も
の
と
し
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
及
び
電
子
メ
ー
ル
に

よ
る
提
出
は
認
め
な
い
。

３

意
見
書
の
提
出
に
必
要
な
事
項

一�
意
見
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所(

法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地)

を
記
載
す
る
こ
と
。

二�
意
見
書
の
提
出
の
対
象
で
あ
る
準
備
書
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。

三�
準
備
書
に
つ
い
て
環
境
保
全
の
見
地
か
ら
意
見
を
記
載
す
る
こ
と
。

四�
前
記
三�
の
意
見
は
、
日
本
語
に
よ
り
意
見
の
理
由
を
含
め
て
記
載
す
る
こ
と
。

○
環
境
影
響
評
価
準
備
書
の
説
明
会
の
開
催

環
境
影
響
評
価
法(

平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号)

第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
環
境
影
響
評
価
準
備
書(

以
下｢

準
備
書｣

と
い
う
。)

に
つ
い
て
、
同
法
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
準
備
書
説
明
会
を
開
催
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七

条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
決
定
権
者
の
名
称

岐
阜
県

二

都
市
計
画
対
象
事
業
の
名
称
、
種
類
及
び
規
模

１

名
称

一
般
国
道
十
九
号
瑞
浪
恵
那
道
路

２

種
類

一
般
国
道
の
改
築

３

規
模

延
長
約
十
二
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

三

都
市
計
画
対
象
事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域

準
備
書
に
お
い
て
表
示
す
る
区
域

四

関
係
地
域
の
範
囲

瑞
浪
市
及
び
恵
那
市

五

説
明
会
の
開
催
を
予
定
す
る
日
時
及
び
場
所
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平
成
二
十
四
年
十
月
十
六
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


